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平成３０年度都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修 

実施要項 

平成３０年５月１１日 

文 化 部 長 決 定 

 

１ 趣 旨 

 我が国に居住する外国人にとって，日本語能力等が十分でないこと等から，外国人が安

心・安全に生活できないという問題を解決し，我が国に居住する外国人等が円滑に日本社

会の一員として生活を送ることができるよう，日本語教育に関する体制整備を行う必要が

ある。 

 そのため，都道府県・市区町村等の日本語教育の担当者を対象とした地域における日本

語教育施策等の企画・立案能力の育成・向上を目的とした研修や意見交換を実施する。 

 

２ 開催日時，場所 

平成３０年６月１４日（木）午前１０時００分～午後４時３０分 

    旧文部省庁舎６階第２講堂（東京都千代田区霞が関３－２－２，０３－５２５３－４１１１）  

 

３ 主 催 

文化庁 

 

４ 対 象 

「生活者としての外国人」の日本語教育を担当する全国の都道府県及び市区町村の日本語

教育担当部署の職員，又は，当該地方公共団体が設置した国際交流協会等（※）において日

本語教育事業を担当している職員 
※ ここで言う国際交流協会とは，以下の団体とする。 

（条件） 

①地方公共団体が設立した 

②地方公共団体が事務局を務める 

③地方公共団体から補助金等を受けている 

④地方公共団体の施設の指定管理を行っている 

※ 先着７０名までとする。定員を超えた場合，原則として各団体１名までの参加とする。 

 

５ 内 容（敬称略） 

 ① 開会挨拶  

       文化庁文化部国語課長                   髙橋 憲一郎 

 

 ② 施策説明  

○説明者 

文化庁文化部国語課長                   髙橋 憲一郎 

文部科学省初等中等教育局国際教育課課長補佐        片見 悟史 

文部科学省大臣官房国際課外国人教育政策係長        村越 幸史 

 

 ③ 報 告 「文化審議会国語分科会日本語教育小委員会における審議内容について」 

○報告者 

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会副主査， 

東京女子大学教授                     石井 恵理子 

 

 

①～④のいずれかを満たす団体のうち，地域

における国際交流，多文化共生，外国人支援

等に関する事業を行う団体。 
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 ④ 演 習  「育てよう！我が町の日本語教育の担い手～自治体における人材育成のいろは～」 

 

○講 師   

平成２８－３０年度地域日本語教育スタートアッププログラム  

地域日本語教育アドバイザー 

         特定非営利活動法人多文化共生リソースセンター東海 代表理事 土井 佳彦 

 

実践事例「日本語教育の体制整備における専門人材の配置と日本語学習支援者の育成の取組」   

 ○事例報告１ 【千葉県千葉市】 

     公益財団法人千葉市国際交流協会                  鈴木 恵美子 

                                       萬浪 絵理 

 

      ○事例報告２ 【静岡県磐田市】 

     一般社団法人磐田国際交流協会                    鈴木 ゆみ 

                                      茂木 眞佐代   

 

    ○事例報告３ 【大阪府堺市】 

     堺市 文化観光局 国際部 国際課                  瀬川 万有美 

                                 

６ 日 程 
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７ その他 

 ・本研修の参加費は無料とする。 

 ・本研修の参加に係る経費（交通費・宿泊費等）は各参加者の負担とする。 

 ・研修終了後に情報交換の時間を設ける。 

 ・本研修は，「空白地域解消推進協議会」と同日に開催し，「６ 日程」のうち，①～③については

同会場で実施する。 

 ・本研修の対象者は地方公共団体や国際交流協会において，日本語教育事業の推進をしている職

員等とし，日本語教室等で指導を行っている者等は含まない。 

9:30  10:00   10:10       11:00       11:30       12:40     13:30           14:45     15:00                 16:30      17:00  
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平成３０年度「生活者としての外国人」のための日本語教室空白地域解消推進事業 

「空白地域解消推進協議会」 

実施要項 

平成３０年５月１１日 

文 化 部 長 決 定 

 

１ 趣 旨 

我が国に居住する外国人等が，日常生活を営む上で必要となる日本語能力を習得できるよ

う，日本語教室が設置されていない地方公共団体の職員を対象に，日本語教室の空白地域解

消に関する先進事例の紹介を行うとともに日本語教室の設置に関する課題について協議等

を行う。 

 

２ 開催日時，場所 

平成３０年６月１４日（木）午前１０時００分～午後４時３０分 

    午前：旧文部省庁舎６階第２講堂 

    午後：旧文部省庁舎２階文化庁特別会議室（予定） 

（東京都千代田区霞が関３－２－２，０３－５２５３－４１１１） 

 

３ 主 催 

文化庁 

 

４ 対 象 

「生活者としての外国人」の日本語教育を担当する全国の都道府県及び市区町村の日本語

教育担当部署の職員，又は，当該地方公共団体が設置した国際交流協会等（※）において日

本語教育事業を担当している職員やコーディネーター等（これから取り組もうとする者を含

む） 
※ ここで言う国際交流協会とは，以下の団体とする。 

（条件） 

①地方公共団体が設立した 

②地方公共団体が事務局を務める 

③地方公共団体から補助金等を受けている 

④地方公共団体の施設の指定管理を行っている 

※ 先着３０名までとする。定員を超えた場合，原則として各団体１名までの参加とする。 

 

５ 内 容（敬称略） 

  ① 開会挨拶  

       文化庁文化部国語課長                   髙橋 憲一郎 

 

  ② 施策説明  

○説明者 

文化庁文化部国語課長                   髙橋 憲一郎 

文部科学省初等中等教育局国際教育課課長補佐        片見 悟史 

文部科学省大臣官房国際課外国人教育政策係長        村越 幸史 

 

  ③ 報 告 「文化審議会国語分科会日本語教育小委員会における審議内容について」 

○報告者 

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会副主査， 

東京女子大学教授                     石井 恵理子 

①～④のいずれかを満たす団体のうち，地域

における国際交流，多文化共生，外国人支援

等に関する事業を行う団体。 
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 ④ 演 習   

「我が町に日本語教室を！外国人数１００人と１０００人の自治体の日本語教室立ち上げ事例から」 

 

○講 師   

平成２８－３０年度地域日本語教育スタートアッププログラム  

地域日本語教育アドバイザー 

一般社団法人グローバル人財サポート浜松 代表理事             堀 永乃 

 

 実践事例「空白地域に日本語教室を立ち上げるには～開設の過程と体制整備～」 

実践事例１  【長野県豊丘村教育委員会】 

    ○報告者 

豊丘村公民館長                                      原 国人 

日本語教室コーディネーター                                   大澤 志那子 

（地域日本語教育スタートアッププログラム活用２年目） 

 

実践事例２  【佐賀県鳥栖市】 

      ○報告者   

      鳥栖市市民環境部市民協働推進課男女参画国際交流係課長補佐兼係長 下川 有美                                     

（地域日本語教育スタートアッププログラム活用３年目） 

 

６ 日 程 
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７ その他 

 ・本協議会の参加費は無料とする。 

 ・本協議会の参加に係る経費（交通費・宿泊費等）は各参加者の負担とする。 

 ・本協議会は，「都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修」と同日に開催し，「６ 日程」のう

ち，①～③については同会場で実施し，④については別会場で実施する。 

 ・本協議会の対象者は地方公共団体や国際交流協会において，日本語教育事業の推進をしている

職員等（これから取り組もうとする者を含む）を対象とし，日本語教室等で指導を行っている

者等は含まない。 

 ・本協議会終了後，平成３０年度地域日本語教育スタートアッププログラム実施団体（１年目）

を対象としたガイダンスを行う。 

9:30  10:00   10:10       11:00       11:30       12:40     13:30           14:45     15:00                 16:30   
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    場所：旧文部省庁舎６階第２講堂（東京都千代田区霞が関３－２－２） 

    対象：都道府県・市区町村の日本語教育担当部署の職員，当該地方公共団体が 
設置した国際交流協会等の職員 

        申込：事前の登録が必要です。別添の出席登録票にてお申込みください。 
 

１．日本語教育に関する施策説明・・・文化庁・文部科学省 

２．日本語教育小委員会における審議状況報告・・・東京女子大学 教授 石井 恵理子 

３．演習  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※本研修は「生活者としての外国人」に対する日本語教育を担当する自治体職員等を対象としています。 

（日本語教室等で指導のみを担当している方を除く） 
※参加者には「日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）」（平成３０年３月）を配布します。 

育てよう！我が町の日本語教育の担い手 

日時：平成３０年６月１４日（木）午前１０時００分～午後４時３０分 

～自治体における人材育成のいろは～ 

文化庁平成３０年度都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修 

○進行・講演  

特定非営利活動法人多文化共生リソースセンター東海  

代表理事 土井 佳彦 

 

○実践事例 

実践事例１【千葉県千葉市】 

公益財団法人千葉市国際交流協会  鈴木 恵美子 

                            萬浪 絵理 

実践事例２【静岡県磐田市】 

一般社団法人磐田国際交流協会   鈴木 ゆみ              

茂木 眞佐代 

実践事例３【大阪府堺市】 

堺市 文化観光局国際部国際課   瀬川 万有美 

 

日本語教育の体制整備における専門人材の配置と日本語学習支援者の育成の取組 
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    場所：旧文部省庁舎６階第２講堂他（東京都千代田区霞が関３－２－２） 

    対象：都道府県・市区町村の日本語教育担当部署の職員，当該地方公共団体が設置した 

国際交流協会等の職員（これから日本語教室設置に取り組もうとする者を含む） 
        申込：事前の登録が必要です。別添の出席登録票にてお申込みください。 
 

１．日本語教育に関する施策説明・・・文化庁・文部科学省 

２．日本語教育小委員会における審議状況報告・・・東京女子大学 教授 石井恵理子 

３．演習  

空白地域に日本語教室を立ち上げるには～開設の過程と体制整備～ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※本協議会は「生活者としての外国人」に対する日本語教育を担当する自治体職員等を対象としています。 
（日本語教室等で指導のみを担当している方を除く） 

※参加者には「日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）」（平成３０年３月）を配布します。 

我が町に日本語教室を！ 

日時：平成３０年６月１４日（木）午前１０時００分～午後４時３０分 

外国人数１００人と１０００人の自治体の日本語教室立ち上げ事例から 

文化庁平成３０年度「生活者としての外国人」のための日本語教室空白地域解消推進事業 

「空白地域解消推進協議会」 

○進行・講演  

一般社団法人グローバル人財サポート浜松  

代表理事 堀 永乃  

 

○実践事例 

実践事例１【長野県豊丘村教育委員会】 

豊丘村公民館長                  原  国人 

  日本語教室コーディネーター            大澤 志那子 

             （地域日本語教育スタートアッププログラム活用２年目） 

実践事例２【佐賀県鳥栖市】 

鳥栖市 市民環境部市民協働推進課男女参画国際交流係課長補佐兼係長 

下川 有美 

（地域日本語教育スタートアッププログラム活用３年目）               
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平成３０年度
都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修

空白地域解消推進協議会

文化庁における日本語教育施策

平成３０年６月１４日（木）

文化庁文化部国語課長

髙橋 憲一郎

○平成28年末現在で，在留外国人数は約238万人となり，我が国人口の約1.9％を占める。
○国内の日本語学習者数は，長期的には増加傾向にある。平成23年は東日本大震災の影響等により約4万人減少したものの，平成28年に
は約21万8千人で過去最高。

国内の日本語学習者数等の推移

在留外国人数の推移 国内の日本語学習者数等の推移

１
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日本語教育実施機関・施設等数

（人）

※出典：文化庁「国内の日本語教育の概要」 （各年11月1日現在）※平成23年までは外国人登録者数，平成24年以降は在留外国人数。

いずれも法務省（各年末現在）
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審議会における検討

○日本語教育コンテンツ共有化推進事業
日本語教育に関する教材等のコンテンツを共有し，インターネッ

トを通じて横断的に利用できるシステムである「ＮＥＷＳ」を運用
するとともにコンテンツの充実を図る

○日本語教育推進会議

関係府省及び関係機関等による会議の開催を通じて，日本語教育
に関する情報の共有化等を図る

○地域日本語教育実践プログラム

・「標準的なカリキュラム案」等の活用による取組

「標準的なカリキュラム案」等に準拠し，地域の実情に応じた
日本語教育の実施，人材養成及び教材作成を支援

・地域資源の活用・連携による総合的取組

地域の文化活動・市民活動等に外国人の参加を促しつつ日本語
教育を実施する取組や，日本語教育に関する地域における連携
体制を構築・強化する取組等を支援

○地域日本語教育コーディネーター研修

一定の経験を有し，日本語教育プログラムの編成やその実施に
必要な連携・調整に携わっている者等を対象に研修を実施

○日本語教育研究協議会
「標準的なカリキュラム案」等を活用する能力の向上及び日本語教
育に対する理解の増進のため，東京と近畿で協議会を開催
○都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修
地域における日本語教育に係る施策等の企画・立案能力の育成・

向上を目的とした研修を実施
○都道府県政令指定都市日本語教育推進会議
今後の連携のあり方等について議論するため，都道府県政令指定
都市の担当者を構成員とする会議を開催

○文化審議会国語分科会日本語教育小委員会における検討
｢生活者としての外国人」に対する日本語教育について，①「標準的なカリキュラム案｣(平成22年5月)，②「活用のためのガイドブック｣(平成23年1月)，③「教材例集｣，④「日本語

能力評価｣(平成24年1月)及び⑤「日本語指導力評価｣(平成25年2月)を取りまとめ。［平成25年度以降，周知・活用を図る。］

また，日本語教育小委員会の下に設置した課題整理に関するワーキンググループにおいて，⑥「日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について(報告)｣(平成25年2

月)，日本語教育小委員会において⑦｢日本語教育の推進に当たっての主な論点に関する意見の整理について(報告)｣(平成26年1月)を取りまとめ。

平成28年2月には，「地域における日本語教育の推進に向けて－地域における日本語教育の実施体制及び日本語教育に関する調査の共通利用項目について－（報告）」を取りまとめ。

平成30年3月には，「日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）」を取りまとめ。

具体的な事業の実施
「生活者としての外国人」のための
日本語教育事業

省庁連携日本語教育基盤整備事業
条約難民及び第三国定住難民に対する定住支援策として

日本語教育を外部に委託して実施
平成29年度から第三国定住難民の定住先として地方への

受入れを促進することとなったことから，定住先の地方公
共団体及び支援団体と連携し，第三国定住難民のための通
信教材の活用を含む定住後の日本語学習支援体制の構築を
支援

○日本語教育に関する実態調査

日本語教育実施機関・施設等に関する実態を把握するための調査

を実施

○日本語教育の総合的な推進に向けた調査研究

日本語教育小委員会での１１の論点の検討結果を踏まえた日本語

教育を推進する調査研究を実施

日本語教育に関する調査及び調査研究

条約難民及び第三国定住難民に対する
日本語教育

（29年度予算額 151百万円）
30年度予算額 85百万円

（29年度予算額 43百万円）
30年度予算額 43百万円

（29年度予算額 8百万円）

30年度予算額 7百万円

（29年度予算額 4百万円）

30年度予算額 3百万円

（29年度予算額 5百万円）

30年度予算額 5百万円

外国人に対する日本語教育の推進
（29年度予算額 211百万円）
30年度予算額 221百万円

○地域日本語教育スタートアッププログラム

日本語教育のノウハウを有していない地方公共団体に対し，アド

バイザーの派遣等の支援を実施

○日本語学習教材の開発・提供

日本語教室の設置が困難な地域に住む外国人に対し，インター

ネット等を活用した日本語学習教材（ＩＣＴ教材）を開発・提供

○空白地域解消推進協議会

日本語教室がない地方公共団体を対象に先進事例等を紹介し，日

本語教室の設置を促進

「生活者としての外国人」のための
日本語教室空白地域解消推進事業（新規）

30年度予算額 50百万円

文化審議会国語分科会が日本語教育人材の資質・能力の
向上を図ることを目的として，平成30年3月に取りまとめた
「日本語教育人材の養成に必要となる教育内容及びモデル
カリキュラム」と「現職日本語教師の研修に必要となる教
育内容」の普及を図るため，以下の事業を実施

○日本語教育の人材養成プログラム開発事業
文化審議会国語分科会が示したモデルカリキュラムに基

づく日本語教育人材の養成プログラムの開発と養成の実施

○日本語教育の現職者研修に関するカリキュラム開発事業
文化審議会国語分科会が示した教育内容に基づく現職者

研修のカリキュラム・プログラムの開発と研修の実施

日本語教育の人材養成及び
現職者研修カリキュラムの開発事業（新規）

30年度予算額 28百万円

日本語教育研究協議会等の開催

２

○文化審議会国語分科会日本語教育小委員会（平成19年7月設置）では日本語教育を推進する意義等について，再確認するための
検討を行い，改めて「基本的な考え方」を整理。
その上で，今後，具体的な施策の方向性や日本語教育の推進方策を議論していく際の「検討材料」として「１１の論点」を整理。

論点２
日本語教育の
効果的・効率的
な推進体制
について

論点１
日本語教育に
関する政策の
ビジョン
について

論点３
日本語教育の
標準や日本語
能力の判定基準
について 論点４

カリキュラム
案等の活用
について

論点５
日本語教育の
資格について

論点６
日本語教員の
養成・研修
について

論点７
日本語教育の
ボランティア
について

論点８
日本語教育に
関する調査研
究の体制に
ついて

論点９
総合的な視点
からの検討
について

論点１０
外国人の児童
生徒等に対する
日本語教育
について

論点１１
国外における
日本語教育
について

「１１の論点」

「基本的な考え方」
１．

日本語教育を推進する意義

２．

日本語教育に関する国と
地方公共団体との役割分担

３．

多様な日本語学習者の
学習目的・ニーズへの対応

平成26年1月31日に「日本語教育の推進に当
たっての主な論点に関する意見の整理につい
て（報告）」を取りまとめ。

平成26年5月から,
論点７「日本語教育のボランティアについて」
論点８「日本語教育に関する調査研究の体制
について」審議を行い，
平成28年2月29日に「地域における日本語教
育の推進に向けて（報告）」を取りまとめ。

平成28年5月から，
論点６「日本語教育の養成・研修について」
審議を行い，
平成30年3月2日に「日本語教育人材の養成・
研修の在り方について（報告）」を取りまとめ。
（活動分野：「生活者としての外国人」， 留学生，

児童生徒等）

これまでの検討状況

日本語教育の
推進体制について

日本語教育の内容
及び方法について

日本語教育に携わる
人材について

日本語教育に関する
調査研究について

その他

報告書の構成

今期の審議予定

論点６「日本語教育の養成・研修について」
（活動分野：就労を希望する在留外国人，難民等，

海外における日本語教育）

論点５「日本語教育の資格について」
検討を行う予定。

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会における審議について

３- 10-



地域日本語教育
コーディネーター研修

地域における日本語教育プログラムの編成や
実施に必要な地域の関係機関との調整に携わっ
ている者等，地域日本語教育を推進する中核的
人材に対する研修を実施。

審議会報告・成果物の提供
文化審議会国語分科会が取りまとめ
た報告・成果物の提供を行う。

活用のための
ガイドブック

日本語能力
評価について

標準的な
カリキュラム案

文化庁

外
国
人
を
日
本
社
会
の
一
員
と
し
て
し
っ
か
り
と
受
け
入
れ
、
社
会
か

ら
排
除
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
を
講
じ
て
い
く
必
要

背景・
課題

外
国
人
の
円
滑
な
社
会
生
活
の
促
進

日
本
で
の
生
活
に
必
要
な
日
本
語
を
習
得

地域日本語教育実践プログラム

地域資源の活用・連携による
総合的取組

地域の文化活動・市民活動等に外国

人の参加を促しつつ日本語教育を実施
する取組や，日本語教育に関する地域
における連携体制を構築・強化する取
組等を行う。

「標準的なカリキュラム案」等の活用
による取組

「生活者としての外国人」に対する標準

的なカリキュラム案等を活用し，地域の
実情・外国人の状況に応じた以下の取組
を行う。

○日本語教育の実施
○人材の育成
○教材の作成

プログラム（Ａ） プログラム（Ｂ）

（想定される取組例）
・子育てや防災の取組との連携
・地方公共団体の部局，関係機関・団体，
企業等からなる協議会の設置 等

成果の
普及

事例の収集，カリ
キュラム案等の
検証・改善

教材例集

日本語指導力
評価について

本事業の
範囲

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
（29年度予算額 151百万円）
30年度予算額 85百万円

●「経済財政運営と改革の基本方針2017～人材への投資を通じた生産性向上～」平成29年6月9日閣議決定
●「未来投資戦略2017－Society5.0の実現に向けた改革－」平成29年6月9日閣議決定

４

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業

自治体による取組事例（H29年度）

○徳島県
「徳島で暮らす外国人のための日本語教育事業」
・日本語ができないために地域社会から孤立してしまう外国人が発生しないよう，日本語学習機会の提供とともに生活支援を行い国籍等
に関わらず安全・安心に暮らすことができる地域作りを推進するため，日本語教室を中心とした基盤を整備した。

○公益財団法人大垣国際交流協会
「地域日本語力はぐくみ事業～外国人から支援ボランティアまで～」
・日本語が話せない外国人を対象に日本語や地域生活のルールを習得する「日本語教室」の開催，日本語学習をサポートできる人材の
育成のための「日本語指導のボランティア講座」の実施，生活情報・行政情報を盛り込んだ日本語学習教材の作成を行った。

○公益財団法人長野県国際化協会
「外国籍住民が地域支援者との絆を深めながら進める日本語学習支援事業」
・同国人に対して日本語と母語で生活に必要な日本語表現の指導や日本社会の習慣・マナーを伝えるバイリンガル人材を育成，活用した
日本語教室を実施した。また，県内いくつかの地域をネットワークでつなぐとともに，一般への意識啓発等も行った。

○総社市
「総社市地域参加型生活サポート日本語教育事業」
・多様な機関等との連強・協力により「地域でつながる日本語教室」を実施，また日本語学習サポーター（ボランティア）の養成を行う
とともに防災訓練や子育てに関わる事業を地域連携の元推進し日本語教育の体制整備事業を行った。

○公益財団法人 千葉市国際交流協会
「日本語教育・相互理解促進体制整備事業「ちば多文化協働プロジェクト」」
・市内の日本語室がない区に着目し，その地域での日本語教室を実施している。日本語教室の運営では，日本語能力の向上と地域社会
への参加意欲促進を図ることを心がけ，支援者研修や地域における外国人理解と成果普及・関係機関のネットワーク化に取り組んだ。

●地域日本語教育実践プログラムＡ

※平成30年度の採択団体は以下のとおり。
＜実践プログラムＡ＞ ＜実践プログラムＢ＞
○徳島県 ○公益財団法人新宿未来創造財団 ○愛知県 ○公益財団法人福島県国際交流協会
○公益財団法人大垣国際交流協会 ○飯田市 ○駒ヶ根市 ○総社市 ○公益財団法人浜松国際交流協会 等

●地域日本語教育実践プログラムＢ

※ 過去の事業報告書については，文化庁ウェブサイトの「「生活者としての外国人」のための日本語教育事業」のページを御覧ください。（現在，掲載準備中）。
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「生活者としての外国人」のための日本語教室空白地域解消推進事業

趣旨

日本語教室が開催されていない地域に居住している外国人は現在，約55万人おり，こういった地域に居住する外国人に日本語を学ぶ機会
を提供するために，日本語教室を開催したいと考えている地方公共団体に対し，アドバイザーを派遣し，日本語教室が開設できるよう支援
するとともに日本語教室の設置が困難な地域に住む外国人にはインターネット等を活用した日本語学習教材（ＩＣＴ教材）を開発・提供す
る。また，日本語教室がない地方公共団体を対象に先進事例等を紹介する「空白地域解消推進協議会」を開催し，日本語教室設置を促す。
これらの取組を通して日本語学習環境の格差是正を図り，日本語教育を推進する。

●「経済財政運営と改革の基本方針2017～人材への投資を通じた生産性向上～」平成29年6月9日閣議決定
●「未来投資戦略2017－Society5.0の実現に向けた改革－」平成29年6月9日閣議決定

事業概要

●地域日本語教育
プログラムの開発

●施策立案への助言

●関係機関との調整

○地域に日本語教室が開設
される，もしくは日本語
学習することにより，日
本語を習得する

隣住民とのコミュニ
ーションが円滑になり
国人が孤立することが
なくなる

域住民の地域社会への参
が増える

○地域住民（日本人・外国
人）が活躍，外国人の受
入れが円滑になる

○地域が活性化する

対象となる経費：アドバイザーへの謝金・旅費 等

日本語教育を
行う人材の育成

指導者養成プロ
グラムの開発，実
施に対する支援

日本語教室の
開設（試行）

日本語教室
の運営

地方公共団体による取組

カリキュラム・教材
の開発に対する支
援

教室運営の安定
化に向けた支援

専門家チームに
よる3年サポート

地域日本語教育スタートアッププログラム

アドバイザー派遣のイメージ

（新 規）
30年度予算額 50百万円

空白地域解消推進協議会

日本語学習教材の開発・提供

【対象】

●地方公共団体職員
●国際交流協会担当者

等

空白地域解
消の実践事
例紹介

地域資源活
用連携方法
等協議

インターネット

日本語学習
コンテンツ

教室に通えない日本語学習者

必要に応じて
サポート

（日本語教育コンテンツ共有システム）

日常生活に必要な日本語学習コンテンツの開発

登録

日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル
語・スペイン語等多言語で提供

６

平成３０年度地域日本語教育スタートアッププログラム 採択団体

【３年目】

江田島市（広島県） 美波町（徳島県） 鳥栖市（佐賀県）

熊本市国際交流振興事業団（熊本県） 長島町（鹿児島県）

【２年目】

宮古市国際交流協会（岩手県） 豊丘村教育委員会（長野県）

中能登町教育委員会（石川県） 福知山市（京都府）

つるぎ町教育委員会（徳島県） 嬉野市（佐賀県）

基山町（佐賀県）

【１年目】

白馬村（長野県） 甲賀市（滋賀県） 高島市国際協会（滋賀県）

舞鶴市（京都府） 境港市（鳥取県） 佐賀県

全１８団体
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東
京
都

港
区
公益社団法人
国際日本語普及協会

理事長 関口 明子 2,245

東
京
都

新
宿
区

公益財団法人
新宿未来創造財団

事務局長 小栁 俊彦 1,472

東
京
都

品
川
区

社会福祉法人
さぽうとにじゅういち

代表理事 吹浦 忠正 2,397

東
京
都

豊
島
区
学習院大学 学長 井上 寿一 2,250

東
京
都

福
生
市

特定非営利活動法人
青少年自立援助センター

理事長 工藤 定次 2,250

岐
阜
県

大
垣
市

公益財団法人
大垣国際交流協会

理事長 日比 利雄 2,209

静
岡
県

浜
松
市
静岡県ベトナム人協会 会長 山田 明 1,489

静
岡
県

磐
田
市

一般社団法人
磐田国際交流協会

会長 高塚 勝久 2,400

愛
知
県
― 愛知県 知事 大村 秀章 2,249

大
阪
府

大
阪
市
一般財団法人ダイバーシティ研究所 代表理事 田村 太郎 2,250

兵
庫
県

神
戸
市

特定非営利活動法人
神戸定住外国人支援センター

理事長 金 宣吉 2,100

兵
庫
県

神
戸
市
兵庫日本語ボランティアネットワーク 代表 長尾 正康 2,248

徳
島
県
― 徳島県 知事 飯泉 嘉門 2,100

福
岡
県

福
津
市
NPO多文化共生プロジェクト 代表 深江 新太郎 1,694

佐
賀
県

白
石
町
佐賀県日本語学習支援〝カスタネット” 代表 池上 順子 2,249

市
区
町
村

採択額
（千円）

都
道
府
県

実施機関名
代表者職名 代表者氏名

平成30年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
【地域日本語教育実践プログラム（A）】採択団体一覧
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福
島
県

―
公益財団法人
福島県国際交流協会

理事長 今野 順夫 2,775

群
馬
県

前
橋
市

国立大学法人
群馬大学

学長 平塚 浩士 2,799

埼
玉
県

さ
い
た
ま
市

地球っ子クラブ2000 代表 高栁 なな枝 1,318

千
葉
県

千
葉
市

公益財団法人
千葉市国際交流協会

理事長 金綱 一男 2,099

東
京
都

新
宿
区

特定非営利活動法人
PEACE

理事長 マリップ・センブ 2,247

東
京
都

文
京
区

社会福祉法人
日本国際社会事業団

理事長 永坂 哲 2,250

神
奈
川
県

横
浜
市

特定非営利活動法人
多文化共生教育ネットワークかながわ（ME-net）

理事長 高橋 徹 2,250

神
奈
川
県

川
崎
市

認定特定非営利活動法人
教育活動総合サポートセンター

理事長 藤田 力 2,236

神
奈
川
県

大
和
市

NPO法人
かながわ難民定住援助協会

会長 櫻井 弘子 1,651

富
山
県

高
岡
市

高岡市 市長 高橋 正樹 998

長
野
県

飯
田
市

飯田市 市長 牧野 光朗 1,066

長
野
県

駒
ヶ
根
市

駒ヶ根市 市長 杉本 幸治 882

岐
阜
県

可
児
市

特定非営利活動法人
可児市国際交流協会

理事長 渡邉 孝夫 3,000

採択額
(千円）

市
区
町
村

代表者職名 代表者氏名実施機関名

都
道
府
県

平成30年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業

【地域日本語教育実践プログラム（B）】採択団体一覧
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採択額
(千円）

市
区
町
村

代表者職名 代表者氏名実施機関名

都
道
府
県

静
岡
県

浜
松
市

公益財団法人
浜松国際交流協会

代表理事 石川 晃三 1,363

静
岡
県

浜
松
市

特定非営利活動法人
フィリピノナガイサ

理事長 中村 グレイス 2,400

愛
知
県

名
古
屋
市

特定非営利活動法人
多文化共生リソースセンター東海

代表理事 土井 佳彦 2,250

愛
知
県

岡
崎
市

Vivaおかざき ! ! 代表 長尾 晴香 2,250

愛
知
県

犬
山
市

特定非営利活動法人
シェイクハンズ

代表理事 松本 里美 2,069

三
重
県

津
市

特定非営利活動法人
日本ボリビア人協会

理事長 山田 ロサリオ 2,800

京
都
府

京
都
市

公益財団法人
京都府国際センター

理事長 尾池 和夫 2,250

大
阪
府

大
阪
市

大阪市教育委員会 教育長 山本晋次 1,197

大
阪
府

― 大阪府教育委員会 教育長 向井 正博 2,249

兵
庫
県

豊
岡
市

特定非営利活動法人
にほんご豊岡あいうえお

理事長 河本 美代子 1,639

岡
山
県

総
社
市

総社市 市長 片岡 聡一 1,280
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番号 都道府県 市区町村・団体名

1 広島県 江田島市

2 徳島県 美波町

3 佐賀県 鳥栖市

4 熊本県
一般財団法人
熊本市国際交流振興事業団

5 鹿児島県 長島町

6 岩手県 宮古市国際交流協会

7 長野県 豊丘村教育委員会

8 石川県 中能登町教育委員会

9 京都府 福知山市

10 徳島県 つるぎ町教育委員会

11 佐賀県 嬉野市

12 佐賀県 基山町

13 長野県 白馬村

14 滋賀県 甲賀市

15 滋賀県 高島市国際協会

16 京都府 舞鶴市

17 鳥取県 境港市

18 佐賀県 佐賀県

平成３０年度「生活者としての外国人」のための日本語教室空白地域
解消推進事業～地域日本語教育スタートアッププログラム～

採択団体
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１．研修の目的

背景・
課題

２．研修の対象者

文化庁では，地域において日本語教育を推進して
いく立場を担っている方を対象に，「地域日本語教
育コーディネーター」に必要な能力について理解を
深め，その向上を図ることを目的とした研修を開催
しています。

背景・
課題（i）地方公共団体，国際交流協会，地域の日本

語教室等で日本語教育プログラムの編成に
携わっている方

（ii）日本語教育プログラムの実施に必要な地域の
関係機関との調整に携わっている方
かつ，以下の条件を満たす方

日本語教育に関する専門的な教育を受け，十分
な経験（３～５年以上）を有し，地方公共団体
（都道府県及び市区町村（教育委員会を含む）），
国際交流協会，又は社会福祉協議会が推薦する方。

地域日本語教育コーディネーター研修①

８

地域日本語教育コーディネーター研修②

３．地域日本語教育コーディネーターに求められる役割

問題把握・課題設定
在留外国人の状況と施策に対する理解，地域日本語教室の現状及
び問題の把握と課題の設定

ファシリテーション 日本語教育のリソースの把握と課題に応じた適切な活用

連携（ネットワーク）
課題解決のプロセスの可視化による日本語教育の体制整備に向け
た活動の推進

リソースの把握・活用
組織内外との調整や地域・組織・人の力をつなぐことによる協働
の推進

方法の開発
「生活者としての外国人」に適した日本語教育プログラムの実
践に向けた方法の開発

９

本日資料に「平成３０年度の募集案内」を同封しております。受講候補者を御推薦ください。
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日本語教育の人材養成及び現職者研修カリキュラムの開発事業

●外国人の日本語学習者が増加する一方で，日本語教育人材の数は横ばい。
●日本語教育人材の養成は，平成12年に提示した教育内容に沿って大学等において実施。
→養成において必要とされる教育内容は提示以来すでに18年を経過。
その間，日本語教育人材の活動分野や役割は一層多様化。

●日本語教育人材の現職研修については，必要な内容が確立されておらず，研修の機会が極めて
限られている。

文化審議会国語分科会が日本語教育人材の資質・能力の向上を図ることを目的として，平成30年3月に取りまとめた①「日本語教育人材の
養成に必要となる教育内容及びモデルカリキュラム」，②「現職日本語教師の研修に必要となる教育内容」の普及を図るため，これらに基
づく人材養成及び現職者研修のカリキュラム・プログラムの開発及び養成・研修の実施を公募・委託し実施する。これにより，日本語教育
の人材の質的向上及び日本語教育機関における教育水準の向上を図る。

●「経済財政運営と改革の基本方針2017～人材への投資を通じた生産性向上～」平成29年6月9日閣議決定
●「未来投資戦略2017－Society5.0の実現に向けた改革－」平成29年6月9日閣議決定

現状と課題

●養成プログラム開発
（人材養成の教育内容及び
モデルカリキュラムを参考）

日本語教育人材養成

（新 規）
30年度予算額 28百万円

日本語教育人材の養成プログラムの開発・実施

プログラム開発委員会

●養成プログラム実施 ●評価・検証

養成講座開設・実施

●研修カリキュラム及
びプログラム開発
（現職者研修の教育内容
を参考）

カリキュラム・プログ
ラム開発委員会

現職者研修カリキュラム・プログラムの開発・実施

●現職日本語教師研
修実施 ●評価・検証

研修の実施

Plan

DoCheck

Action Plan

DoCheck

Action

趣旨

日本語教育人材の質の向上・日本語教育機関の教育水準の向上

養成の成果 研修の成果

文化審議会国語分科会が提示した，活動分野や役
割を考慮した養成・研修の内容やモデルカリキュ
ラムに沿って日本語教育人材の養成・研修の充実
を図っていくことが必要。

10

平成25年度予定額 ３４百万円
（平成24年度予算額 ３２百万円）

難民対策連絡調整会議
（平成１４年８月７日発足）

事 務 局
（内閣官房）

外務省
センターの運営，
生活費の支給等

文化庁
日本語教育

厚生労働省
職業訓練

職業あっせん

・
海
上
保
安
庁

・
国
土
交
通
省

・
経
済
産
業
省

・
文
部
科
学
省

・
農
林
水
産
省

・
財
務
省

・
法
務
省

・
総
務
省

・
警
察
庁

受託団体〔平成22-30年度〕

（公財）アジア福祉教育財団

難民事業本部

条約難民・
第三国定住難民の

定住支援

条約難民

「難民の地位に関する条約」(昭和56年条約第21号)に定義された難民の要件(※)に該当し，「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政
令第319号)によって認定された者。
(※)人種，宗教，国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために，
国籍国の外にいる者であって，その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者。

第三国
定住難民

難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民を，当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動させることを
第三国定住による難民の受入れと言い，これにより受入れる者。自発的帰還及び第一次庇護国への定住と並ぶ難民問題の恒久
的解決策の一つとして位置付けられている。
（他に，米国，オーストラリア，カナダ，スウェーデン，ノルウェー等が受入れを行っている。）

効果

○難民の受入れ・定住促進による国際社会の一員としての責任の
遂行（※日本は昭和56年に「難民の地位に関する条約」，昭和57年に
「難民の地位に関する議定書」に加入，第三国定住難民の受入れはア
ジア初。）

○多文化共生の地域社会の形成

政府の難民に対する定住支援体制
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日本語教育プログラム（572時間）
日本への定住に必要とされる
最低限の基礎日本語能力の習得
○6か月コース（1日6コマ，昼間開講)

入

国
定住支援施設における
定住支援プログラム

定住支援施設退所後の支援

日本語教育相談員による指導・助言及び日本語学習教材の支援等

日本語教育の効果について半年ごとに調査を実施

難

民

申

請

日本語教育プログラム（572時間）
日本への定住に必要とされる

最低限の基礎日本語能力の習得
○6か月コース
（1日6コマ，昼間開講，前後期に分けて実施)

○1年コース（1日3コマ，夜間開講）

難
民
認
定
（
法
務
省

）
日本語教育相談員による指導・助言及び日本語学習教材の支援等

地
域
日
本
語
教
室
へ
の
参
加
等

自
立
・
定
住
へ

条約難民

第三国定住難民

出

国

前

研

修

（
外

務

省

）

申
請
難
民
選
考
（
法
務
省
）

定住支援施設における
定住支援プログラム

日本語教育支援

難民の定住先の自治体と連携を図り
ながら継続的に日本語を学習できるよ
う，地域の実情に応じた持続可能な日
本語教育の支援体制を構築

条約難民及び第三国難民に対する日本語教育
（29年度予算額 43百万円）
30年度予算額 43百万円

12

第三国定住難民のための日本語教育事業で
作成した日本語学習通信教材

13

英語

＜平成２７～２９年度予算＞
読み書き（ひらがな・カタカナ・漢字）を
学ぶための通信教材と支援ツール開発
（英語・ミャンマー語・カレン語版）

ＮＥＷＳで公開

- 19-



日常生活を送る上で必要な日本語を学習する外国人が増え，学習目的も多様化している状況において，日本語教育機関
や日本語学習者の実態を把握するため，日本語教育に関する調査を複数の視点から実施し，我が国における日本語教育
関連施策等の立案推進のための基礎資料とする。

○日本語教育の総合的な推進に向けた調査研究 ３百万円（４百万円）

日本語教育を推進するための課題に対応した調査研究を国立国語研究所や大学等の協力を得て機動的に実施。

（想定される主な課題）
○外国人の日本語習得に関する実態の調査研究
○日本語教育施策の効果の検証及び検証に基づく改善策等に関する調査研究
○標準的なカリキュラム案等の活用状況及びその課題に関する調査研究

日本語教育に関する実態調査と日本語教育の総合的な推進に向けた調査研究の結果を活用し，
外国人に対する日本語教育施策を強力に推進

○日本語教育に関する実態調査 ３百万円（３百万円）

日本語教育実施機関・施設等，日本語教師数，日本語学習者数の実態について，最新の状況を調査する。

日本語教育に関する調査及び調査研究
（29年度予算額 8百万円）
30年度予算額 7百万円

14

広く日本語教育に関わる方々を対象に，
日本語教育に関する国の施策や様々な取組の現状に
ついての理解の増進を図り，日本語教育の充実と推
進に資することを目的として，昭和51年から開催し
ています。
＜平成３０年度開催予定地＞

○東京 ○京都

日本語教育大会
の開催

都道府県・市区町村等
日本語教育担当者研修

都道府県・政令指定都市
日本語教育推進会議

自治体の日本語教育担当者を対象に，自治
体の日本語教育に関する取組についての情報
交換を行い，地域における日本語教育施策の
企画立案能力の向上を目的とした研修を平成
20年から開催しています。

日本語教育研究協議会等の開催

日本語教育の体制整備における課題解決のた
め，今後の方策や連携協力の在り方などについ
て検討することを目的として，地区別に３つに
分けて開催します。
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○政府においては，関係府省が，外国人政策の観点からそれぞれの目的に応じて日本語教育に関連する施策を推進。
○日本語教育に関する具体的な事業は，関係府省の様々な関係機関等が，その目的等に応じ，主として対象者別に実施。
○全体としての日本語教育施策･事業が必ずしも効果的･効率的に推進されていないという指摘がなされており，日本語教育を総合的に推進していく体制
を整備することが必要。

背
景

○日本語教育推進会議

・関係府省及び関係機関等が集まり，日本語教育に関する具体的な取組の現状･課題を把握するとともに，情報交換等を行う。
【平成24年1月23日(第1回)，平成24年3月12日(第2回)，平成24年9月21日(第3回)，平成25年9月25日(第4回)，平成26年9月24日(第5回)
平成27年9月16日（第6回），平成28年9月15日（第7回）】

○日本語教育コンテンツ共有化推進事業

・日本語教育に関する各種コンテンツ（教材，論文，報告書，団
体・人材情報等）を共有し，①信頼性のある情報を，②確実に，
かつ③効率的に探し出し，活用できる仕組みを構築。
NEWS : Nihongo Education contents Web sharing System

（平成25年4月1日運用開始 http://www.nihongo-ews.jp ）

・日本語教育に関するコンテンツを収集し，更なる充実を図る。

日本語教育を総合的に推進していく体制の基盤を構築するため，関係府省及び関係
機関等が情報交換等を行う日本語教育推進会議を開催。加えて，関係機関等が独自
に作成している教材等のコンテンツを共有するための，日本語教育コンテンツ共有
システムを着実に運用する。

日本語教育
推進会議

ＮＥＷＳ

省庁連携日本語教育基盤整備事業
（29年度予算額 4百万円）
30年度予算額 3百万円

16

17- 21-



文化庁からのお知らせ
文化庁では，日本語教育に関する様々な取組を行っています。その成果や御案内等を文化庁WEBサイトで公開してい
ますので，是非御覧ください。

文化庁WEBサイト（日本語教育） http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo nihongo/kyoiku/

●文化庁における日本語教育関連年間予定表

●文化審議会国語分科会日本語教育小委員会
・報告書等のダウンロードができます。また，会議は傍聴が可能です。

●「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
・過去の事業概要・募集案内などを御覧いただけます。

＜取組の報告＞
・各地の取組の報告を掲載しています。

＜地域日本語教育コーディネーター研修＞
・地域において日本語指導者に対する指導的な立場を果たしている方等を対象に，「地域日本語教育コーディ
ネーター」に必要な能力について理解を深め，その向上を図ることを目的とした研修を平成２２年度より毎年
開催しています。各地域の日本語教育実践者を御推薦ください。（締切：８月1日（水））

●日本語教育研究協議会

● 文化庁広報誌「ぶんかる」 http://prmagazine.bunka.go.jp/index.html
・「地域日本語教室からこんにちは！」を連載しています。
各地で日本語を学び，地域社会で活躍している「生活者としての外国人」の方の声をお届けしています。

● 講演・説明について
・文化庁の日本語教育に関連する施策や標準的なカリキュラム案等の使い方などについて講演や説明を希望され
る場合，下記まで御相談ください。

＜文化庁文化部国語課＞電話：０３－５２５３－４１１１（内線２６４４） 担当：増田，北村

--
18
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文部科学省大臣官房国際課 
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帰
国
・
外
国
人
児
童
生
徒
等
教
育
の
推
進
支
援
事
業

平
成
３
０
年
度
予
算
額
：2

10
,7

82
千
円
（
平
成
２
９
年
度
予
算
額

24
8,

37
3千
円
）

○
日
本
語
指
導
が
必
要
な
児
童
生
徒
の
増
加
傾
向
（
１
０
年
間
で
１
．
７
倍
）が
続
い
て
お
り
、
支
援
・指
導
体
制
の
構
築
は
、

集
住
地
域
・
散
在
地
域
を
問
わ
ず
、
よ
り
多
く
の
学
校
で
整
備
で
き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

○
小
中
学
校
で
は
指
導
体
制
の
整
備
が
進
み
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
今
後
は
、
そ
れ
ら
の
取
組
の
モ
デ
ル
化
と
と
も
に
、
特
に
、

小
学
校
入
学
後
の
円
滑
な
学
校
生
活
に
向
け
た
就
学
前
の
幼
児
・保
護
者
へ
の
支
援
と
、
企
業
等
と
連
携
し
た
キ
ャ
リ
ア

教
育
の
充
実
等
が
課
題
。

現
状
の
課
題
と
対
応

◆
公
立
学
校
に
お
け
る

帰
国
・
外
国
人
児
童
生
徒
に

対
す
る
き
め
細
か
な
支
援
事
業

16
7,

58
2千
円
（

19
6,

39
3千
円
）

補
助
対
象
：
６
４
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・中
核
市

補
助
率
：
１
／
３

◆
定
住
外
国
人
の

子
供
の
就
学
促
進
事
業

43
,2

00
千
円
（

51
,9

80
千
円
）

補
助
対
象
：
１
８
都
道
府
県
・
市
区
町
村
等

補
助
率
：
１
／
３

就
学

前
→

小
学

生
→

 
中

学
生

→
 

高
校
生

【
校

内
の
支

援
・
指
導

体
制

の
構

築
】

【
校

外
で
の

就
学
支
援

の
推

進
】

（
自
治
体
、
NP
O等

が
実
施
す
る
も
の
）

○
学
校
と
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
通
じ
た
就
学
の
促
進

○
日
本
語
指
導
、
教
科
指
導
、
母
語
指
導
等

○
日
本
の
生
活
・
文
化
へ
の
適
応
を

目
指
し
た
地
域
社
会
と
の
交
流
等

■
取
組
事
例
に
つ
い
て
の
成
果
と
課
題
を
定
量
的
に
把
握
し
つ
つ
、
日
本
語
指
導
が
必
要
な
児
童
生
徒
等
の
支
援
・指
導
体
制
の

モ
デ
ル
化
を
図
り
、
各
地
域
へ
の
普
及
を
図
る
。

多
言

語
翻
訳

シ
ス
テ
ム

等
Ｉ

Ｃ
Ｔ

を
活
用
し

た
支

援

企
業

等
と
連

携
し
た

キ
ャ

リ
ア
教

育
の
充
実

地
域
に
お
け
る
就
業
体
験

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等

就
学

前
の
幼

児
へ
の

支
援

充
実

幼
児
・
保
護
者
向
け
の

就
学
ガ
イ
ダ
ン
ス
、
プ
レ

ス
ク
ー
ル
等

集
住

地
域
、

散
在
地
域

の
そ

れ
ぞ

れ
の

特
性
に
応

じ
た

体
制

整
備

を
モ
デ
ル

化

拡
充

新
規

拡
充
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文部科学省初等中等教育局国際教育課 
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外国人児童生徒等教育の現状と課題

平成３０年度
都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修

空白地域解消推進協議会

文部科学省初等中等教育局国際教育課

（出典）文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成28年度）」

（小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、義務教育学校、特別支援学校）
（人）

日本語指導が
必要な日本国籍
児童生徒は
10年間で2.5倍増

日本語指導が
必要な外国人
児童生徒は
10年間で1.5倍増

日本語指導が
必要な児童生
徒は10年間で

1.7倍増

公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数の推移①

2
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2,860 
3,318 3,593 3,956 

4,609 

5,899 

7,250 
797 

888 
1,072 

1,257 

1,240 

1,586 

1,803 

193 

167 
197 

244 

273 

332 

457 

義務教育学校 23 

5 
0 

16 
13 

17 

31 

中等教育学校 19 

13 
10 

17 
26 

32 

49 

特別支援学校 60

3,868 
4,383 4,895 

5,496 
6,171 

7,897 

9,612 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

特別支援学校
中等教育学校
義務教育学校
高等学校
中学校
小学校

15,946 
18,142 19,504 18,365 17,154 

18,884 
22,156 

5,246 

5,978 

7,576 
8,012 

7,558 
7,809 

8,792 

1,128 

1,182 

1,365 1,980 
2,137 

2,272 

2,915

義務教育学校 159

21 

25 

32 22 
24 

56 

中等教育学校 52

72 

84 

98 132 
140 

177 

特別支援学校 261

22,413 
25,411 

28,575 28,511 
27,013 29,198 

34,335

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

特別支援学校
中等教育学校
義務教育学校
高等学校
中学校
小学校

3

○ 日本語指導が必要な児童生徒については、
在留外国人数や外国籍の児童生徒数の増加傾向に伴い、
外国籍の者(※)で34,335人（17.6%増）であり、前回調査より5,137人増加し、
日本国籍の者は9,612人（21.7%増）であり、前回調査より1,715人増加した。
※ 公立学校に在籍する外国籍の児童生徒の総数は80,119人(9.3%増)であり、このうち日本語指導が必要な者の割合は42.8%となっている。

■日本語指導が必要な外国籍の児童生徒数 ■日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒数

H18 H19 H20 H22 H24 H26 H28 H18 H19 H20 H22 H24 H26 H28

（人） （人）

公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数の推移②

【参考】

日本国憲法 （昭和21年11月3日憲法）
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償と

する。

教育基本法 （平成18年12月22日法律第百二十号）
（義務教育）
国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 （２～４項省略）

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（Ａ規約）
（昭和54年８月４日条約第６号）（抄）
第十三条
一 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。
二 この規約の締約国は、一の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
（a）初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
（b）種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入
により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。

児童の権利に関する条約 （平成６年５月16日条約第２号) （抄）
第二十八条

一 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、
特に、

(a）初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
（b）種々の形態の中等教育（一般教育及び職業教育を含む。）の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能
であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のよう
な適当な措置をとる。

外国人の子供の公立義務諸学校への受入れについて

外国人がその保護する子を公立の義務教育諸学校に就学させることを希望する場合には、無償で
受け入れており、教科書の無償給与や就学援助を含め、日本人と同一の教育を受ける機会を保障し
ている。

4
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ポルトガル語, 
8,226 人

中国語, 
7,215 人フィリピノ語, 

5,490 人

スペイン語, 
3,352 人

ベトナム語, 
1,442 人

英語, 908 人

韓国・朝鮮語, 
585 人

その他, 
3,941 人

帰国・外国人児童生徒に対する日本語指導の現状①

② 日本語指導が必要な児童生徒は集住化・散在化の傾向がみられる

➀ 日本語指導が必要な児童生徒は多様化している

「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」の結果より

外国籍児童生徒の母語

※公立小・中学校、義務教育
学校、中等教育学校（前期

課程） 31,159人

日本国籍児童生徒の比較的
使用頻度の高い言語

公立小・中学校に日本語指導が必要な児童生徒が在籍する学校数

（公立小・中学校 30,265校）

※100人以上は
全都道府県で７校

公立小・中・高等学校等に日本語指導が必要な
児童生徒が在籍する市町村数

在籍あり
933市区町村

53.6%

在籍なし
808市区町村

46.4%

5

フィリピノ語, 
2,891 人

中国語, 
1956人

日本語, 
1163人

英語, 988人

ポルトガル語, 
518人

スペイン語, 403人

韓国・朝鮮語, 175人

ベトナム語, 122人

その他, 
879人

※公立小・中学校、義務教育
学校、中等教育学校（前期

課程） 7,485人

「その他」の言語
インドネシア語、ウルドゥー語、
タイ語、ネパール語
ベンガル語、モンゴル語
ロシア語、アラビア語
ペルシャ語、マレー語 等

※H28調査結果より

※H28調査結果より

※H26調査結果より

6

○ 日本語指導が必要な児童生徒のうち、特別な指導（教科の補習等）を受けて
いる割合は、外国籍の者で76.9％（6㌽減）、日本国籍の者で74.3％（4㌽
減）となっている。
このうち、小中学校において一人一人に応じた指導計画の作成・評価を行う

「特別の教育課程」(※)を編成・実施して日本語指導を受けている割合は、
それぞれ42.6 ％（18.7㌽増）、38.8 ％（18.8㌽増）となっている。
※ 平成２６年度から導入され、在籍学級以外の教室などで行われる特別の指導を指す。

23.9 

42.6 

20.0 

38.8 

0

10

20

30

40

50

H26 H28

85.6 83.5 84.9 82.2
86.5

82.9
76.9

81.7
78.3

74.3

50

60

70

80

90

100

H18 H19 H20 H22 H24 H26 H28

■外国籍

■日本国籍

（%） （%）

特別な指導を受けている児童生徒

日本語指導が必要な児童生徒

「特別の教育課程」による日本語指導
を受けている児童生徒
特別な指導を受けている児童生徒

■外国籍

■日本国籍

帰国・外国人児童生徒に対する日本語指導の現状②
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【概要】 「特別の教育課程」の編成・実施について

①指導内容：児童生徒が日本語で学校生活を営み、学習に取り組めるようになるための指導
②指導対象：小・中学校段階に在籍する日本語指導が必要な児童生徒
③指 導 者：日本語指導担当教員（教員免許を有する教員）及び指導補助者
④授業時数：年間10単位時間から280単位時間までを標準とする

⑤指導の形態及び場所：原則、児童生徒の在籍する学校における「取り出し」指導
⑥指導計画の作成及び学習評価の実施：計画及びその実績は、学校設置者に提出

１．制度の概要

２．制度導入により期待される効果

○児童生徒一人一人に応じた日本語指導計画の作成･評価の実施
→ 学校教育における日本語指導の質の向上

○教職員等研修会や関係者会議の実施
→ 地域や学校における関係者の意識及び指導力の向上

○学校教育における「日本語指導」の体制整備 → 組織的・継続的な支援の実現

３．支援体制

国の施策

【設置者】・学校への指導助言 ・人的配置、予算措置 ・研修の実施 等
【学 校】・学校教育への位置付け ・指導計画の作成、指導、評価 等
【支援者】・専門的な日本語指導 ・母語による支援

・課外での指導・支援 等

【平成26年４月１日に学校教育法施行規則の一部を改正】
第56条の２、第56条の３、第79条、第108条第１項、第132条の３

7

平成３０年度予算額：210,782千円（平成２９年度予算額248,373千円）

○ 日本語指導が必要な児童生徒の増加傾向（１０年間で１．７倍）が続いており、支援・指導体制の構築は、
集住地域・散在地域を問わず、より多くの学校で整備できることが求められる。

○ 小中学校では指導体制の整備が進みつつあるものの、今後は、それらの取組のモデル化とともに、特に、
小学校入学後の円滑な学校生活に向けた就学前の幼児・保護者への支援と、企業等と連携したキャリア
教育の充実等が課題。

現状の課題と対応

◆公立学校における
帰国・外国人児童生徒に

対するきめ細かな支援事業
167,582千円（196,393千円）

補助対象 ： ６４ 都道府県・指定都市・中核市

補助率 ：１／３

◆定住外国人の

子供の就学促進事業
43,200千円（51,980千円）

補助対象 ：１８都道府県・市区町村等
補助率 ： １／３

就学前 → 小学生 → 中学生 → 高校生

【校内の支援・指導体制の構築】

【校外での就学支援の推進】
（自治体、NPO等が実施するもの）

○学校とのコーディネートを通じた就学の促進

○日本語指導、教科指導、母語指導等

○日本の生活・文化への適応を
目指した地域社会との交流等

■取組事例についての成果と課題を定量的に把握しつつ、日本語指導が必要な児童生徒等の支援・指導体制の
モデル化を図り、各地域への普及を図る。

多言語翻訳システム等ＩＣＴを活用した支援

企業等と連携した
キャリア教育の充実

地域における就業体験
インターンシップ等

就学前の幼児への
支援充実
幼児・保護者向けの
就学ガイダンス、プレ
スクール等

集住地域、散在地域の
それぞれの特性に応じ
た体制整備をモデル化

拡充

新規

拡充

帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業

8
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9

多言語翻訳アプリについて

○大学等、教育委員会、学校における養成・研修についての実態調査の実施（対象：教員養成系大学等607校、全国の教育委員会等）

○上記調査や先進事例へのインタビュー調査を踏まえた、教員・支援員に求められる資質・能力の検討

○モデルプログラムの立案及び同プログラムの試行協力機関・団体の公募・選定

大学等、教育委員会、学校における養成・研修に資する
体系的なモデルプログラムを開発・普及

平成３０年度予算額：12,342千円 （平成２９年度予算額11,205千円）

日本語指導が必要な児童生徒等は増加傾向にあり、居住地域も集住化と散在化が同時に進行する中、

さらなる支援・指導の充実を図るため、日本語指導等を担当する教員の専門性の向上が求められている。
（参考）

日本語指導の方法がわからなかったり、教材等がなかったりするために、日本語指導等特別の指導（放課後の教科の補習等）が
できていない学校は1434校あり、同じ理由のために、在籍学級以外の教室などでの取り出し指導（「特別の教育課程」による
日本語指導）ができていない学校が2202校ある。（日本語指導が必要な児童生徒の在籍数は7020校（外国籍）・3611校（日本籍））

Ｈ２９

○モデルプログラム改訂版（最終版）、「養成・研修ガイドブック（仮称）」の作成

○モデルプログラムの普及のためのセミナー・成果普及シンポジウムの開催

○日本語指導を担う教員等の資質向上のためのウェブコンテンツの開発・公開

Ｈ３１

０００

○モデルプログラムの試行（大学、教育委員会、学校、ＮＰＯ等（20機関程度）における養成・研修において実施）

○モデルプログラムの成果の分析、評価の実施

○モデルプログラムの実施方法についてのガイドブックの作成に向けた実施事例の収集

Ｈ３０

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

10
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平成３０年度予算額：4,824千円 （新規）

日本語指導が必要な外国籍又は日本籍の児童生徒等については、集住化する傾向と散在化する傾向が同時に
進行しており、特に散在地域では、指導・支援体制の構築に向けたリソースを得ることが困難な状況にある。

そのため、こうした児童生徒等への指導・支援体制構築のため、
①先進地域での実践を集約・普及するポータルサイトの抜本的強化、母語での支援が得られにくい場合に

学校現場で活用できる多言語翻訳システム等ＩＣＴを活用した教育支援の活用事例の発信、
②こうした児童生徒等の受入れのための自治体・学校向けの手引きの改訂を行う。

現状の課題と対応

②自治体・学校向けの手引きの改訂

◆ 平成23年度に作成した「外国人児童生徒受入れの手引き」を
改訂する。

【主な改訂点】
・通常の学級以外などでの「特別な教育課程」による日本語指
導の実施方法

・日本語指導の教員定数の基礎定数化を踏まえた指導・支援
体制のモデル例

・支援リソース（オンライン教材、支援団体等との連携等）の活
用方策 等

【現行手引きの構成】

●学校管理職の役割
●日本語指導担当教員の役割
●在籍学級担任の役割
●都道府県教育委員会の役割
●市町村教育委員会の役割

◆ 次の内容をはじめ、学校現場から日々の指導・支援に
役立つ情報を提供する。
○日本語指導の場面を撮影した動画の登録・検索
○日本語能力に応じた各学年・各教科プリント教材の登

録・検索 等

◆ 学校現場で児童生徒や保護者への支援等で活用でき
る多言語翻訳システム等のＩＣＴを活用した教育支援の
活用事例を発信する。

①ポータルサイトの抜本的強化

日本語指導が必要な児童生徒等の教育支援基盤整備事業

1

〇指導の場
日本語指導が必要な児童生徒が在籍学級で各教科の指導を受けながら、日本語の能力に応じた「日本語指導と

教科指導との統合学習」を取り出し指導の場において行う。

各教科 道
徳
外
国
語
活
動

総
合
的
な

学
習
の
時
間

特
別
活
動

国
語
社
会
算
数
理
科
生
活
音
楽
図
画
工
作

家
庭
体
育

初
期
日
本
語
指
導

日本語指導（文法・語彙等）

日本語指導と教科指導との統合学習（JSLカリキュラム）

＜在籍学級で指導＞ ＜取り出し指導により指導＞

（連携）

〇日本語指導と教科指導との統合学習の効果

・問題解決的な活動を基本にすることにより、具体的な活動と言葉の意味を結びつけることができる。
・具体物や直接体験を生かすことができる。
・日本語能力に応じた発問の仕方により、子供の理解を促進する。
・子供のつまづきに応じて学習活動を組み込める。

トピック型
JSLカリキュラム

教科志向型
JSLカリキュラム

子供たちの興味関心に
沿ってトピックを設定

体験→探求→発信

各教科に日本語で参
加できる力を育む
各教科の学習課程を重視

■「気候」・・・子供の実態と結びつける支援を行う。
○母国と日本の気候にはどんな違いがあるだろう。
○目標：母国や日本の季節について、写真や具体物、経験を基に表現できる。

気温や降水量のグラフを書き、母国と日本の気候の違いに気づく。
気候について調べたことを、友達に分かりやすく伝えることができる。

■面積の求め方（平行四辺形）・・・日本語の理解や表現を促す支援を行う。
○日本語の目標：平行四辺形の求積方法を表す表現に慣れる。
○活動の流れ ①課題を理解する。

②求積方法について、ヒントを参考にしながら考える。
③ワークをもとに、考えたことを整理しまとめる。
④自分が考えた方法以外について知る。

12

日本語指導と教科指導との統合（JSLカリキュラム）

※小学校の例
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DLAのねらい

主に、日本語による日常会話はできるが、教科学習に困難を感じて
いる児童生徒を対象としています。

子どもたちの言語能力を把握し、どのような学習支援が必要であるか
を検討する際の参考となる情報を得ます。

Dialogic Language Assessment For Japanese as a Second Language

DLAの特徴

一番早く伸びる会話力を用い
て、一対一の対話で教科学習に
必要な言語能力を「話す」「読む」
「書く」「聴く」の４つの面から把握
します。

外国人児童生徒の総合的な学習支援のために～外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメント

13

○外国人児童生徒等に対する日本語指導の充実のための教員配置

従来、外国人児童生徒等教育を担当するための教員を加配定数により予算の範囲内で措置してきたが、

法律を改正し、特別の教育課程により日本語指導を行う児童生徒18人に対し1人の割合で教員定数を確実

に措置できるよう、平成29年度から10年間で段階的に基礎定数化を図ることとした。

また、基礎定数化後においても、散在地域に対応するため、現在の１割程度の加配定数を引き続き措置

することとしている。

○日本語指導者等に対する研修の実施

独立行政法人教職員支援機構において、外国人児童生徒教育に携わる教員や校長、副校長、教頭等の管理職及び

指導主事を対象として、日本語指導法等を主な内容とした実践的な研修を実施。（年１回、４日間、標準定員１００名）

あいうえお

文部科学省における帰国・外国人児童生徒等に対するその他の支援施策について

○就学ガイドブックの作成・配布
公立義務教育諸学校への就学の機会を逸することのないよう、 日本の教育制度や就学の手続等

をまとめた就学ガイドブックを ポルトガル語、中国語等７言語で作成（平成26年度改訂）。

教育委員会・在外公館等に配布したほか、不就学となっている 外国人の子どもの就学をより一層

促進するため、法務省地方入国管理局において、「就学ガイドブック」概要版を配布。

文部科学省ホームページにも掲載している。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1320860.htm

【概要版】

○外国人児童生徒教育研修マニュアルの作成・配布

教育委員会が外国人児童生徒教育に関する研修会を計画する際の参考となる情報をまとめたマニュアルを

作成し、教育委員会等に配布。

14
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文化審議会国語分科会日本語教育小委員会

における審議内容について 
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○プロフィール 

石井 恵理子（いしい えりこ） 

 

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 副主査   

地域日本語教育スタートアッププログラム 

シニア・アドバイザー 

 公益社団法人日本語教育学会 会長 

東京女子大学 現代教養学部 

心理コミュニケーション学科 教授 

 

 

〔プロフィール〕 

○専門：日本語教育，子供の言語習得，教師教育 

（日本語教育の多様な事例から，ことばの教育・学習が個々人のあり方，社会のあり

方にどのように関わっているか，特に教師等日本語教育に携わる者の社会的役割につ

いて考えている。） 

 

○略歴：国立国語研究所日本語教育部門第一領域長，文部省海外子女教育専門官（併

任），政策研究大学院大学客員教授（併任）等を経て，2004 年から東京女子大学勤

務 

 

○主な著書： 

『日本語教育の過去・現在・未来 １：社会』（水谷修監修、野山広、石井恵理子 共編

著）凡人社，2009 年 

『「移動する子どもたち」のことばの教育を創造する－ＥＳＬ教育とＪＳＬ教育の共

振』（川上郁雄、石井恵理子ほか 共編著） ココ出版, 2009 年  

「これからの日本語教育」『シリーズ 朝倉＜言語の可能性＞ ８：言語と社会・教育』

（西原鈴子、西郡仁朗編）朝倉書店，2010 年 pp.60-83 

「第 5 章 共生社会形成をめざす日本語教育の課題」『多文化共生は可能か－教育にお

ける挑戦』（馬淵仁編）勁草書房，2011 年 pp.85-105 

「子どもの日本語教育―人権としてのことばの教育―」 『外国人労働者受入と日本語

教育』（田尻英三編、2017 年）ひつじ書房 pp.183-209 

 

以上 
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平成３０年度
都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修

空白地域解消推進協議会
平成３０年６月１４日（木）

石井 恵理子
（文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 副主査）

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会

における審議内容について

報告者

○平成19年7月
・定住外国人の増加を受け，文化審議会国語分科会に
日本語教育小委員会を設置。

○平成21年１月
【報告書】 「日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者
としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討」

⇒以下の４点についてまとめ

① 体制整備⇒国・都道府県・市町村の役割分担
② 各機関の連携協力の在り方
③ コーディネート機関・人材の必要性

④ 日本語教育の内容の大枠

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会①

1
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①体制整備 ⇒ 国・都道府県・市町村の役割分担

主体 役割分担の内容

国 日本語教育の目標及び標準的な内容・方法，
体制整備の在り方，評価の方法等について
の指針…

都道府県 域内の実情に応じた日本語教育の体制整備，
内容等の検討・調整…

市町村 日本語教育の内容等の具体化，地域におけ
る指導者の養成…

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会②

２

（平成２１年１月報告）

②各機関の連携協力の在り方
…国と都道府県，都道府県と市町村の連携のほか
省庁間，都道府県間，市町村間の連携，
関係団体とのネットワークも重要

③コーディネート機関・人材の必要性
…都道府県及び市町村においては，日本語教育のコーディネート
機能を自治体等の本来業務として位置付け，それを担う人材を
できる限り常勤職員として配置することが重要。

④「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容の大枠
・ 日本語教育の目的・目標
・ 標準的な教育内容（生活上の行為）

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会③

３

（平成２１年１月報告）
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言語・文化の相互尊重を前提としながら，

「生活者としての外国人」が日本語で

意思疎通を図り生活できるようになること

○「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目的

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会④

ハンドブック P.５

４

日本語を使って…

①健康かつ安全に生活を送ることができる

②自立した生活を送ることができる

③相互理解を図り，社会の一員として生活を送る
ことができる

④文化的な生活を送ることができる

ようにすること

○「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目標

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会④

ハンドブック P.５

５
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カリキュラム案について

○ 健康・安全に暮らす

・ 健康を保つ

・ 安全を守る

○ 住居を確保・維持する

・ 住居を確保する

・ 住環境を整える

○ 消費活動を行う

・ 物品購入・サービスを利用する

・ お金を管理する

○ 目的地に移動する

・ 公共交通機関を利用する

・ 自力で移動する

○ 人とかかわる

・ 他者との関係を円滑にする

○ 社会の一員となる

・ 地域・社会のルール・マナーを守る

・ 地域社会に参加する

○ 自身を豊かにする

・ 余暇を楽しむ

○ 情報を収集・発信する

・ 通信する

・ マスメディアを利用する

１ カリキュラム案で扱う生活上の行為

ハンドブック P.９

６
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【内容】
「生活者としての外国
人」に対する日本語教
育の内容として

「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容・方法
５点セットの全体像について

ハンドブック P.7～8

指導力評価

◎実践の振り返り・
点検・改善から，実
践者のコミュニティ
の形成へ

【内容】

日本語教育プログラ
ムの実践をＰＤＣＡサ
イクルの観点から振り
返るための資料として

指 導 者 に つ い て

教室活動のデザインと参加

行動・体験中心の教室活動への参加に
よる日本語学習，相互理解

【内容】
カリキュラム案の内容を
地域や外国人の状況に合
わせて実施するときのポ
イントとして

ガイドブック

◎カリキュラム案の内
容を地域や外国人の状
況に合わせるときのポ
イントの解説

【内容】

カリキュラム案で取
り上げている生活上の
行為を取り上げ，行
動・体験中心の教室活
動で用いる教材を例示
しています（教室活動
の展開や工夫の仕方を
説明した指導ノート付
き）。

教材例集

◎行動・体験中心の教
材の例示

【内容】
学習者の自己評価に

加えて，日本語能力を
把握する方法と，学習
成果を記録し蓄積する
ファイルである日本語
学習ポートフォリオを
提示しています。

能力評価

◎振り返りの方法と
ポートフォリオの提示
～やったことを確認し
て記録する

教 室 活 動 の 内 容 に つ い て 学 習 者 に つ い て

カリキュラム案

◎教室活動で取り上
げる内容を考える材
料の提示

参加

８

○文化審議会国語分科会日本語教育小委員会（平成19年7月設置）では日本語教育を推進する意義等について，再確認するための
検討を行い，改めて「基本的な考え方」を整理。
その上で，今後，具体的な施策の方向性や日本語教育の推進方策を議論していく際の「検討材料」として「１１の論点」を整理。

論点２
日本語教育の

効果的・効率的
な推進体制
について

論点１
日本語教育に
関する政策の

ビジョン
について

論点３
日本語教育の
標準や日本語

能力の判定基準
について 論点４

カリキュラム
案等の活用
について

論点５
日本語教育の
資格について

論点６
日本語教員の
養成・研修
について

論点７
日本語教育の
ボランティア

について

論点８
日本語教育に
関する調査研
究の体制に
ついて

論点９
総合的な視点
からの検討
について

論点１０
外国人の児童
生徒等に対する
日本語教育
について

論点１１
国外における
日本語教育
について

「１１の論点」

「基本的な考え方」
１．

日本語教育を推進する意義

２．

日本語教育に関する国と
地方公共団体との役割分担

３．

多様な日本語学習者の
学習目的・ニーズへの対応

平成26年1月31日に「日本語教育の推進に当
たっての主な論点に関する意見の整理につい
て（報告）」を取りまとめ。

平成26年5月から,
論点７「日本語教育のボランティアについて」
論点８「日本語教育に関する調査研究の体制
について」審議を行い，
平成28年2月29日に「地域における日本語教
育の推進に向けて（報告）」を取りまとめ。

平成28年5月から，
論点６「日本語教育の養成・研修について」
審議を行い，
平成30年3月2日に「日本語教育人材の養成・
研修の在り方について（報告）」を取りまとめ。
（活動分野：「生活者としての外国人」， 留学生，

児童生徒等）

これまでの検討状況

日本語教育の
推進体制について

日本語教育の内容
及び方法について

日本語教育に携わる
人材について

日本語教育に関する
調査研究について

その他

報告書の構成

今期の審議予定

論点６「日本語教育の養成・研修について」
（活動分野：就労を希望する在留外国人，難民等，

海外における日本語教育）

論点５「日本語教育の資格について」
検討を行う予定。

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会における審議について

９
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● 目 的 ：日本語教育機関の教育水準の向上のため，専門性を有する
日本語教育人材の養成・研修の在り方を示す。

●審議経過：平成28年5月文化審議会国語分科会に日本語教育小委員会
を設置し審議を開始。同委員会で13回の審議を行うとともに
日本語教育関係機関・団体へのヒアリングや国民への意見
募集等を経て，平成30年3月2日に本報告を取りまとめた。

● ポイント：① 基本的な資質・能力として，日本語の理解運用能力や文化
的多様性への理解，専門家に求められる資質・能力として，
実践的なコミュニケーション能力，成長と発達に対する理解，
常に学び続ける態度などを提示

②日本語教師の養成に係る教育内容として「必須の教育内
容」（教授法，日本語分析，文法，音韻音声，文字表記等）
を提示。併せて教育実習として必要な指導項目を提示

③日本語教育人材の役割・段階・活動分野ごとに求められる
資質・能力，教育内容，モデルカリキュムを提示

日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）の概要

１１

日本語教育人材の整理

(1)
役
割

日本語教師
日本語学習者に直接日本
語を指導する者

日本語教育
コーディネーター

日本語教育プログラムの策
定・教室運営・改善，日本
語教師等に対する指導・助
言を行うほか，多様な機関
との連携・協力を担う者

日本語学習
支援者

日本語教師や日本語教育
コーディネーターとともに日
本語学習者の日本語学習
を支援し，促進する者

(2)
段
階

養
成

日本語教師を目指し，日本語
教師養成課程等で学ぶ者

初
任

日本語教師の養成段階を修了
した者で，それぞれの活動分野
に新たに携わる者

中
堅

日本語教師として初級から上級
までの技能別指導を含む十分
な経験を有する者

地域日本語教育
コーディネーター

関係機関との連携の下，「生活者としての外国人」に対する教育プログラムの編成・実
施に携わる者

主任教員
在留資格「留学」が取得できる法務省が告示した日本語教育機関で教育課程の編成
や他の教員の指導を担う者 １２
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１．日本語教育人材に共通して求められる基本的な資質・能力
（１）日本語を正確に理解し的確に運用できる能力を持っていること。
（２）多様な言語・文化・社会的背景を持つ学習者と接する上で，

文化的多様性を理解し尊重する態度を持っていること。
（３）コミュニケーションを通じてコミュニケーションを学ぶという

日本語教育の特性を理解していること。

２．専門家としての日本語教師に求められる資質・能力
（１）言語教育者として必要とされる学習者に対する実践的なコミュニケー

ション能力を有していること。
（２）日本語だけでなく多様な言語や文化に対して，深い関心と鋭い感覚を

有していること。
（３）国際的な活動を行う教育者として，グローバルな視野を持ち，

豊かな教養と人間性を備えていること。
（４）日本語教育に関する専門性とその社会的意義についての自覚と情熱を

有し，常に学び続ける態度を有していること。
（５）日本語教育を通した人間の成長と発達に対する深い理解と関心を

有していること。

３．役割・段階ごとに求められる日本語教育人材の資質・能力について，
知識・技能・態度に分けて整理

２．日本語教育人材に求められる資質・能力

１３

国内 海外

日本語
教育人材

生活者としての外国人

初等中等高等教育及
び成人に対する日本

語教育、

日系人等に対する継
承語教育

生活者として
の外国人

留学生
※日本語教育機関

児童生徒等
就労準備
・研修生

技能
実習生

難民等
高度人
材・・・

日本語教師
【中堅】

日本語教師
【初任】

（活動分野別）

日本語教師
【養成】

日本語教育
コーディネーター

日本語学習
支援者

日本語教育人材の養成・研修の検討範囲のイメージ
実線は平成２９年度取りまとめ，点線は平成３０年度取りまとめ予定

活動
分野

（１）資質・能力 （２）教育内容 （３）教育課程編成の目安（モデルカリキュラム）

（１）（２）

（１）（２）（３）
（１）（２）（３）（１）（２）（３）

（１）（２）

（１）（２）（３）

（１）（２）（３）（１）（２）（３）
※主任教員

（１）（２）（３）

（１）（２）（３）
※地域日本語教育
コーディネーター

（１）（２）（３）

１４
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日本語教育人材の養成・研修のための教育内容及びモデルカリキュラム（教育課程編成の目安）について，
役割・段階ごとに提示。 モデルカリキュラムには，想定される養成・研修実施機関別の教育内容，教育方法，
単位数／単位時間数，科目名を例示。

（１）日本語教師【①養成】・・・教育実習をはじめ教授法，日本語教育のための日本語分析・文法・音韻と音声
体系・文字と表記等，５０の教育内容を「必須の教育内容」として示した。
更に，大学等の教育機関において養成を実施する際のモデルカリキュラムを提示。

日本語教師【②初任】・・・各活動分野（「生活者としての外国人」，留学生，児童生徒等に対する日本語教
育）別に，当該教育現場におけるＯＪＴ研修や，外部の集合研修などで実施する
教育内容及びモデルカリキュラムを提示。

日本語教師【③中堅】・・・分野横断的に必要とされる教育内容のほか現場の課題に取り組む形式の
実践的研修を想定した教育内容を提示。

（２）日本語教育コーディネーター【①地域日本語教育コーディネーター】
・・・文化庁，地方公共団体，大学等が実施する研修の教育内容及びモデルカリキュラムを提示。

日本語教育コーディネーター【②主任教員】
・・・教務面の責任者に必要とされる管理者研修の教育内容及びモデルカリキュラムを提示。

（３）日本語学習支援者  ・・・多文化共生・日本語教育に興味・関心を持つ者を対象とした
地方公共団体や大学等が実施する研修の教育内容を提示。

３．日本語教育人材の養成・研修の在り方及び教育内容

１５

日本語学習
支援者 日 本 語 教 師

日本語教育
コーディネーター

養 成 初 任 中 堅

日本語教育人材の養成・研修のプロセス（役割・段階・活動分野別）

日本語教師
養成研修

（420単位時間以上）

主任教員研修

地域日本語教育
コーディネーター

研修

日本語教師【初任】
研修

（生活者としての外国人）

日本語教師【初任】
研修

（留学生）

日本語教師【初任】
研修

（児童生徒等）

日本語教師
【中堅】研修

日本語教育能力
検定試験

大学の
日本語教師
養成課程

・
・
・

合
格

修
了

修
了

・・・

・
・
・

役割

段
階

日
本
語
学
習
支
援
者

１６
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１．基本的な在り方（平成12年報告を踏襲）

日本語教育とはコミュニケーションそのものであり，
教授者と学習者とが相互に学び，教え合う
実践的なコミュニケーション活動である。
教育内容の領域は，コミュニケーションを核として，
三つの領域，五つの区分がある。

２．５区分における「必須の教育内容」５０

①社会・文化・地域･･･日本の在留外国人施策，多文化共生，言語政策 等

②言語と社会･･･社会言語学，コミュニケーションストラテジー，

多言語・多文化主義 等

③言語と心理･･･言語学習，談話理解，習得過程，異文化受容・適応 等

④言語と教育･･･日本語教育プログラムの理解と実践，教授法，評価法，

教育実習，著作権 等

⑤言語･･･日本語教育のための日本語分析，文法，音韻音声，文字と表記，

形態・語彙，対照言語学等

日本語教師の養成における教育内容

１７

日本語教師【初任】は，活動分野別の教育内容を提示。更に各教育内容に基づくモデルカリキュ
ラム（教育課程編成の目安）も提示。

○各活動分野で日本語教育を実践しながら，活動分野別の専門性を高めるための研修を受講
することを想定。

○日本語教育実施機関においては，質の高い日本語教育を実施するため，養成を終えた日本語
教師を，各活動分野で新たに採用する際には，活動分野別に示した教育内容に基づく研修
プログラムを受講する機会を提供し，活動分野別の日本語教師に求められる資質・能力を身に
付けた人材を活用することが望まれる。

日本語教師の初任における活動分野別の教育内容

活動
分野 生活者としての外国人 留学生 児童生徒等

教育
内容

１）国・地域の在留外国人施策
２）生活者としての外国人に対する
日本語教育

３）言語サービス
４）外国人住民の社会参加
５）生活者のライフステージに
合わせたキャリアプランと
日本語学習

６）生活者としての外国人の
異文化受容・適応

など

１）日本の留学生受入れ施策
２）法務省告示日本語教育機関
の歴史と現状

３）日本語の試験
４）日本と海外の教育制度の
違い

５）進路選択関連情報
６）留学生の異文化受容・適応

など

１）外国人児童生徒等の現状
２）外国人児童生徒等に対する
教育施策

３）学習環境作り
４）地域の現状
５）学校・地域・家庭の言語環境と
言語使用

６）多文化家族と子供の文化適応
７）言語取得と認知発達
８）教育・発達心理学

など

１８
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「生活者としての外国人」が日本語を使って相互理解を図り，社会の一員として地域で生活が送れるよう，地域日
本語教室が運営されます。地域日本語教育コーディネーターは，地域の行政機関・ＮＰＯ，コミュニティー等と連携し
て，各地域の特徴や学習者のニーズを把握して日本語教育プログラムを作ります。日本語教師は，日本語教育プロ
グラムを踏まえ，学習者に応じて日本語教育を実践します。日本語学習支援者がいる場合は，学習者に寄り添いな
がら学習を支援します。

【参考資料１０－１】 「生活者としての外国人」に対する日本語教育人材の連携の一例

日本語教師

学習者

地域日本語教育コーディネーター

地方公共団体

国際化
協会

地域コミュニティー
外国人コミュニティー

家族

通訳

日本語学習支援者

他の
日本語教室

大学

日本語教
育機関

日本語学習支援者

学習者 学習者

学習者

学習者

ＮＰＯ等

多文化共生
マネージャー

職場

学習者

１９

公立小学校等における日本語指導が必要な児童に対する日本語指導は，学校が編成した特別
の教育課程に沿って指導を行う場合，日本語教師【初任】（児童生徒等）が，学校において取り出し
，又は入り込みによる指導を行うことがあります。

【参考資料１０－３】 公立小学校等における児童に対する日本語指導の連携の一例

児童

校長(管理職）

日本語指導が必要な児童

児童

児童

児童

児童

児童

在籍学級の担任

母語支援員等

日本語教師

日本語指導が
必要な児童

母語支援員等

通級による
指導

日本語教師

日本語指導が
必要な児童

日本語指導が
必要な児童

担当教員

２０
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日本語教育についての主な取組 
 

 

文化庁では，日本語教育に関する様々な取組を行っています。日本語教育大会を 

はじめとする催しや研修，事業の成果等を公開していますので，是非御覧ください。 

 

委員会 

●文化審議会国語分科会 （一般傍聴が可能です） 

   http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/kokugo/ 

●文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 （一般傍聴が可能です） 

   http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/nihongo/ 

○「生活者としての外国人」のための日本語教育の内容・方法の充実 

 （カリキュラム案，ガイドブック，教材例集，日本語能力評価，指導力評価） 

  http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/nihongo_curriculum/ 

   ※２３言語に翻訳された「生活上の行為の事例」や「日本語学習ポートフォリオ」はこちらから 

 

各地の取組例 

●「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の取組の報告 

各地の取組の報告を掲載しています。平成 24 年度からは取組において作成された 

日本語学習のための教材も公開しています。 

 http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/seikatsusha/ 

 

大会及び協議会 

●日本語教育大会 

文化庁では，日本語教育の充実と推進を図るため，

毎年日本語教育大会を開催しています。本年度は，

以下の２か所で開催します。 

 

・東京  9 月 8 日（土），9 日（日） 

・京都  10 月 13 日（土），10 月 14 日（日） 

 

 

プログラムが確定しましたら，御案内いたします。 

昨年度の配布資料及び発表資料は，文化庁ホームページで公開しております。 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/taikai/ 
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日本語教育についての主な取組 
 

研 修 

●地域日本語教育コーディネーター研修 

  一定の経験を有し，「地域日本語教育のデザイン」を行

うキーパーソンとしての立場を果たすことが期待される

者等に対して，地域の実情に応じ，外国人の社会参加・

多文化共生社会に資する日本語教育の実施を目的とした

研修を開催しています。詳細については文化庁ホームペ

ージを御覧ください。 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo nihongo/kyoiku/coordinator kenshu/ 

 

情報サイト 

●日本語教育コンテンツの総合情報サイト「ＮＥＷＳ」 

「ＮＥＷＳ」（Nihongo Education contents Web sharing 

System）は，日本語教育に関する教材，カリキュラム，

報告書，論文，施策資料等（「日本語教育コンテンツ」）

を横断的に検索できる情報検索サイトです。 

http://www.nihongo-ews.jp/ 

情報をお寄せください！ 

 

●文化庁広報誌「ぶんかる」 

文化庁では各課の取組やイベント情報などのお知らせを

ＷＥＢで公開しています。 

国語課の連載「地域日本語教室からこんにちは！」では、

各地で活躍する日本語学習者や日本語教育に携わる人材に

よる日本語・日本文化・地域日本語教室の紹介を掲載して

います。 

http://prmagazine.bunka.go.jp/ 

  

 

●その他の文化庁国語課の主な取組は，こちらから御覧ください。 

 http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo nihongo/ 
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地方公共団体及び国際交流協会等で
日本語教育を担当している方

日時：６月１４日（木）１０時００分～１６時３０分
場所：旧文部省庁舎６階第２講堂

６月７日（木）

地方公共団体及び国際交流協会等で
日本語教育を担当している方

日時：６月１４日（木）１０時００分～１６時３０分
場所：旧文部省庁舎６階第２講堂他

６月７日（木）

都道府県・政令指定都市及び
それらの地域の国際化協会において

日本語教育を担当している方
（一般には公開されません）

日時：７月３１日（火）
場所：文部科学省１５階１５Ｆ特別会議室

－

日本語教育関係者及び一般

【東京大会】
日時：１日目 ９月 ８日（土）１３時００分～１７時３０分

  ２日目 ９月 ９日（日）１０時００分～１６時００分
場所：文化庁・文部科学省

【京都大会】
日時：１日目 １０月１３日（土）１３時００分～１７時３０分

  ２日目 １０月１４日（日）１０時００分～１６時００分
場所：京都工芸繊維大学（予定）

開催日の３週間前を予
定

※２日目の分科会のみ
要事前申込み

地域日本語教育コーディネーター研修を受講さ
れた方

日時：８月３０日（木）
場所：文化庁・文部科学省

開催日の２週間前を予
定

日本語教育関係機関・団体
及び関係府省

（一般の方も傍聴可）

日時：９月（予定）
場所：文部科学省（予定）

－

次の全てに該当する者で，地方公共団体
（都道府県及び市区町村（教育委員会を含
む）），国際交流協会又は社会福祉協議会が
推薦する者
（１）原則として，日本語教育に関する専門的
な教育を受け，十分な経験（３～５年程度）を
有する者
（２）地方公共団体・国際交流協会・大学，日
本語教育機関，ＮＰＯ法人等において日本
語教育プログラムの編成及び実践に携わっ
ている者
（３）地域日本語教育プログラムの実施に必
要な地域の関係機関との調整に携わってい
る者

○研修Ⅰ
日時：８月３０日（木），８月３１日（金）
場所：文部科学省

○中間報告
日時：１１月２９日（木）
場所：文部科学省（予定）

○研修Ⅱ
日時：２月２８日（木）
場所：文部科学省（予定）

８月１日（水）

地方公共団体・教育機関・
国際交流協会・ＮＰＯ等

地方公共団体・国際交流協会等

地方公共団体・教育機関・
国際交流協会・ＮＰＯ等

外国人に対する日本語教育又は日本語教師
養成・研修を実施している国内の機関・施設等

（初等中等教育機関を除く）

日本語教育関係者及び一般

日本語教育人材
養成・研修カリキュラム等

開発事業

＜平成３１年度事業＞
募集開始：平成３０年１０月（予定）
応募期限：平成３０年１２月（予定）
結果通知：平成３１年３月（予定）

空白地域解消推進協議会

「生活者としての外国人」のための
日本語教室空白地域解消推進事業

地域日本語教育
スタートアッププログラム

＜平成３１年度事業＞
募集開始：平成３０年１０月（予定）
応募期限：平成３０年１２月（予定）
結果通知：平成３１年３月（予定）

都道府県・政令指定都市
日本語教育推進会議

地域日本語教育コーディネーター
フォローアップ研修

日本語教育推進会議

※実施時期や事業の対象は変更になる場合がありますので、予め御了承ください。
 日時・会場等の詳細は確定次第、各事業・研修・協議会のＷＥＢページに掲載いたします。

平成３０年度文化庁における 日本語教育関連事業 年間予定

＜平成３１年度事業＞
募集開始：平成３０年１０月（予定）
応募期限：平成３０年１２月（予定）
結果通知：平成３１年３月（予定）

スケジュール等 申込み期限

文化庁広報誌「ぶんかる」（ＷＥＢサイト）で「地域日本語教室からこんにちは！」 連
載中。
各地で日本語を学び、地域社会で活躍している「生活者としての外国人」の方の声
を隔月でお届けしています。現在は，文化庁長官表彰【日本語教育部門】受賞者に
よる寄稿を特集しています。応援，よろしくお願いいたします。

主に対象となる方事業・研修・協議会等

文化庁広報「ぶんかる」
【地域日本語教室からこんにちは！】

「生活者としての外国人」
のための日本語教育事業

地域日本語教育実践プログラム

日本語教育大会
（東京大会・京都大会）

地域日本語教育
コーディネーター研修

都道府県・市区町村等
日本語教育担当者研修

日本語教育実態調査

＜平成３０年度事業＞
調査表配布：平成３０年１１月（予定）
調査表回収：平成３０年１２月（予定）

※全国の日本語教育機関・教員・学習者の数を把握する調査です。
 御協力をお願いいたします。
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